
 

Ⅰ 改定の趣旨 
 現計画は、平成 24年度からの 10か年の計画で適
宜見直すこととされており、今回、社会情勢変化へ
の対応や関連計画と整合を図り、国の策定指針に基
づき改定する。 

Ⅱ 改定の背景         
（１）社会経済情勢の変化      （２）政府及び市の公共施設に対する長寿命化の取組み 
・将来の人口減少社会への対応    ・国の「公営住宅等長寿命化計画策定指針」が改定 
・高齢化の進展            ・「千葉市公共施設等総合管理計画」の策定（上位計画） 
・住宅セーフティネット法の改正 

Ⅲ 改定の内容 
（１）公共施設等総合管理計画や国の指針に基づき長期的な需要の見通しを 

踏まえた計画に改定 
（２）計画期間を平成 30年度から平成 39年度まで（10年間）とする。 
（３）事業の重点を「再整備」から「既存ストックの長寿命化と改善」へ移行 

１ 基本事項 【本編 P01】 
（１）目的 

 ア 長寿命化 

   予防保全的な管理や改善の計画的な推進により、優良なス

トックの更なる長寿命化を図るとともに、建物のライフサイ

クルコストの縮減を目指す。 

イ 再整備 

   人口動向による需要や市の財政状況を踏まえ、老朽化した

住宅を効率的に再整備する。 

（２）位置付け 

   千葉市住生活基本計画の部門計画であり、市営住宅の長寿

命化及び再整備に係る基本的な計画 

（３）計画期間 

     平成 30年度から平成 39年度までの 10年間とする。 

社会情勢の変化等に応じて適宜、見直す（概ね 5年以内）。 

２ 市営住宅を取巻く状況と課題 【本編 P19】 
（１）本市の状況 

 ア 総人口は、平成 32 年に 97 万 9 千人に達した後、減少に転

じ、平成 52年には 87万 1千人となる見通し 

 イ 65歳以上の居住人口割合は24.9%(H27)であり、年々増加し、

平成 52年には 38.1%となる見通し 

 ウ 世帯人員は 2.33人(H27)であり、年々減少し、平成 52年に

は 1.90人となる見通し 

（２）住宅セーフティネット法の改正 

   住宅確保要配慮者に対して、借上げ公営住宅以外で民間賃

貸住宅を活用する制度の開始 

（３）千葉市公共施設等総合管理計画の策定 

   「千葉市公共施設等総合管理計画（平成 27 年 5 月）」との

整合が必要 

（４）「公営住宅等長寿命化計画策定指針（国）」の改定 

ア 長期的な需要の見通しを踏まえる内容へ改定 

イ 需要推計の方法を「公営住宅供給目標量設定支援プログラ

ム」から「ストック推計プログラム」へ変更 

（５）募集１回あたりの応募者数の減少 

   計画策定時から年々減少しており、平成 28年度は 377人 

  （H22：1,024人、H23：743人、H24：602人、H25：512人、 

H26：464人、H27：392人） 

（６）空家の状況 

   政策空家を除く空家が約 700戸あり、団地によって状況が 

異なる。 

（７）維持管理における改修費の増大 

   昭和 40 年代から大量に建設した耐火構造住宅の改修費が

年々、増加する見込み 

（８）耐用年限を経過した住宅への対応 

ア 木造住宅（耐用年限 30年・21戸） 

  全て耐用年限を経過 

イ 準耐火構造住宅（耐用年限 45年・1,093戸） 

   83％が耐用年限を経過し平成32年には全て耐用年限を経過 

 ※ 耐火構造住宅（耐用年限 70年：5,879戸） 

５ 基本方針 【本編 P21】 
（１）長寿命化に関する基本方針 

 ア 既存ストックの有効活用 

   事業の重点を再整備から既存ストックの長寿命化と質的向上のための改善へ

移行し、既存ストックの有効活用を図る。 

 イ ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

   各団地住棟単位で整備状況及び修繕履歴に係るデータを整備し、定期点検や日

常点検を実施するとともに、予防保全的な修繕・改善等を実施する。 

 ウ 長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

   仕様のアップグレード等による耐久性の向上や予防保全的な維持管理の実践

による修繕周期の延長などによって、ライフサイクルコストの縮減を図る。 

（２）再整備に関する基本方針 

 ア 立地環境等に関する方針 

 立地（利便性）、需要（応募倍率）、効率性（高度利用）を考慮し、各団地の方

向性を検討する。 

 イ 計画期間内の管理戸数に関する方針 

将来の管理目標戸数の確保に必要な再整備を行う。 

 ウ 集約・再編に関する方針 

近隣に他の市営住宅がある場合は、地域全体で公共施設併設を含めた市営住宅

の集約・再編について検討する。また、県営住宅や公的賃貸住宅の近接している

地域においては、関係する事業主体とも連携を含め検討する。 

 エ 事業実施時期に関する基本方針 

   事業の実施時期は、事業量及び事業費が集中しないよう調整を行う。 

※事業の実施にあたり、余剰地の処分や交付金の活用により財源の確保に努める。

 

 別紙１ 

４ 将来の管理目標戸数 【本編 P20】 
（１） 基本的な考え方 

 ア 将来需要から必要戸数を算定し、それを上回る管理目標戸数を設定する。 

  将来の必要戸数※の算定は、国のストック推計プログラムを使用する。 

イ 管理目標戸数は、社会経済情勢の変化や応募倍率の変動、公的賃貸住宅状況等

を踏まえて見直す。 

ウ ｢千葉市公共施設等総合管理計画｣(平成 27 年度策定)で定めた基本的な考え方

に基づき、市営住宅についても具体的な取組みを行う。 

（２）計画期間内（10 年間）の管理目標戸数 

計画期間満了時には、必要戸数 5,870戸を上回る 5,900戸に設定する。 

人口と市営住宅の管理戸数の見通し 

 
総人口は、平成 32年に 97万 9千人に達した後、計画期間後も減少傾向が続き、平成 52年に

は 87万 1千人まで減少する見通し。 
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６ 団地別・住棟別の判定 【本編 P22】 
団地別・住棟別に状況の把握を行い、次の判定要素を点数化して優先順位を付け、

判定する。 

【団地別】 

①立地    （利便性・集約や再編の可能性） 

②需要    （応募倍率） 

③効率性   （高度利用） 

【住棟別】 

①躯体の安全性（耐震性・耐用年限） 

②居住性の改善（浴槽等の有無） 

 

 

 

 

 

 

９ 計画期間内の検討事項 【本編 P39】 
（１）耐用年数の短い住宅の供給 

（２）PPP・PFI 

（３）福祉施設等の併設 

７ 判定結果 【本編 P26】 
（１）維持管理（日常の一般的な修繕）下記(2)～(5)以外    １,０４３戸 

（２）改善  長寿命化型・福祉対応型・居住性向上型 

  ２７団地 

４，８３８戸 

浜野、白旗、千種町、轟町第１、轟町第２、小中台富士見、小倉台[1 棟]、

千城台第１[4棟]、千城台第２[8棟]、千城台第３[9棟]、千城台第４[8棟]、

千城台第５、千城台第７、貝塚、桜木町第２、古市場第１、古市場第２、古

市場第３、鎌取、おゆみ野第１、おゆみ野第２、誉田１丁目、誉田２丁目、

高浜第１、高浜第２、高浜第３、高浜第４ 

（３）建替え（木造及び準耐火構造の住棟が対象） 

   １団地 

  １４５戸 
小倉台 

（４）用途廃止（木造及び準耐火構造の住棟が対象） 

   ６団地 

３５０戸 

大宮町第１、大宮町第２、園生町第２、（さつきが丘）、（千城台第６）、 

（北河原坂） 

（５）戸数減の団地（準耐火構造の住棟が対象）  

   ４団地 

６１７戸 

千城台第１<76/188戸>、千城台第２<114/338戸>、千城台第３<338/610戸>、

（千城台第４<89/281戸>） 

凡例･･･[  ]:改善対象棟数          :当初計画の変更 

    (  ):計画見直し時の検証対象  < >:削減戸数/団地戸数 

３ 基本目標 【本編 P20】 
  「住宅確保要配慮者に対する適切な住宅の確保」を目指し、長期的な需要の
見通しを踏まえ、長寿命化と再整備を通じて効率性の高い市営住宅の活用を推
進する。 

 

※ 将来の必要戸数は、国勢

調査や住宅・土地統計調査等

を使用し、国の推計プログラ

ムから、自力では適切な居住

面積を確保することが困難

な年収である世帯数を算出

し、県営住宅・ＵＲ賃貸住

宅・民間賃貸住宅の各ストッ

ク数が、当面 10 年間は維持

される前提で推計した。 

 

８ 具体的な取組方針 【本編 P27】 
（１）長寿命化に関する方針 

ア 維持管理の方針 

 （ア）法定点検や法定点検を補完する定期点検を実施する。 

 （イ）修繕周期を目安とした修繕履歴や点検結果を基に、予防保全的な修繕を行う。 

 （ウ）修繕履歴や点検結果を団地・住棟毎にデータベースへ記録する。 

イ 改善（個別改善・計画修繕）の方針 

 （ア）長寿命化型 ：耐久性の向上を目指す。 

（イ）福祉対応型 ：住戸および共用部のバリアフリー化を進める。 

（ウ）居住性向上型：浴槽等の設置を進め、居住性を向上させる。 

（２）再整備に関する方針 

ア 公的賃貸住宅状況等を踏まえ、再整備の戸数をコントロールしていく。 

イ 用途廃止団地は移転先を確保し、入居者の居住の安定を図る。 

ウ 余剰地は、市営住宅の需要や利活用を検討したうえで処分する。 

千葉市営住宅長寿命化・再整備計画（改定版）の概要 

案） 


